
              　モデル仕様書　　 　　【処分用】
１　件名　　産業廃棄物（○○外２点）の処分委託
２　契約期間　　契約確定の日の翌日から令和 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日まで

　契約期間    令和 ○○ 年 ４ 月 　１ 日から
            令和 ○○ 年 ３ 月 ３１ 日まで

３　発生場所　　東京都立川市○○○－○－○
東京都○○事務所
４　履行場所　　受託者の処分施設の所在地

５　産業廃棄物の種類等

委託者が処分を委託する産業廃棄物の種類、数量及び性状等は次のとおりとする。

《記入例１》

	番号
	廃棄物の名称
	産業廃棄物の種類

	予定数量

（単位）
	処分方法
	廃棄物の性状・荷姿・取り扱う際に
注意すべき事項等


	１
	事務机
	・金属くず
・廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類
	２０台
	破砕
	性状：固形物
荷姿：バラ（容器等による梱包なし）


	２
	椅子
	・金属くず
・廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類
	２０脚
	破砕
	

	３
	書庫
	・金属くず・ｶﾞﾗｽくず、ｺﾝｸﾘｰﾄ及び陶磁器くず
・廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類
	５台
	破砕
	


《記入例２》
　特別管理産業廃棄物等の有害物質を含む廃棄物は「廃棄物データシート（ＷＤＳ）」を作成し、可能
な限り詳細な廃棄物の情報を提供する必要があります。→第11項参照
	番号
	廃棄物の名称
	産業廃棄物の種類
	予定数量
（単位）
	処理方法
	廃棄物の性状・荷姿・取り扱う際に
注意すべき事項等

	１
	機器洗浄剤
	廃油（有害）
	１０ℓ
	焼却
	性状：液体
荷姿：スチール缶容器
その他：別添廃棄物データシートNo.○
に記載 


６　受託者の要件

前項に記載した産業廃棄物の種類に応じた産業廃棄物処分業の許可を取得していること。

　また、適正処理の確実な履行を担保する必要から、受託者は、契約締結時において、以下の何れかの資格を有すること。
ア　「東京における産業廃棄物処理業者の適正処理・資源化の取組に係る優良性基準適合認定制度」(「産廃エキスパート」・「産廃プロフェッショナル」認定制度)の認定業者であること。
イ　産業廃棄物処理業者のうち、優れた能力及び実績を有するものとして、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則に定める特定の基準（優良基準）に適合すると認められる業者に対し、都道府県知事等が処理業の許可の際に優良認定業者として認定した業者（いわゆる「優良産廃処理業者認定」により許可期間を７年とされた業者）であること。

また、適正処理の確実な履行を担保する必要から、受託者は、契約締結時において、
「東京における産業廃棄物処理業者の適正処理・資源化の取組に係る優良性基準適合認定制度」(「産廃エキスパート」・「産廃プロフェッショナル」認定制度)の認定業者であること。

７　処分の方法

委託した産業廃棄物の処理については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和45年法律第137号）で定める産業廃棄物の処理基準及び第５項に掲げる方法にて行うこと。

また、第５項に掲げる方法で処理した後も産業廃棄物である物の処分又は再生を委

託する場合には、産業廃棄物処分業者その他他人の産業廃棄物の処分又は再生を業と

して行うことができる者であって当該産業廃棄物の処分又は再生がその事業の範囲に

含まれるものに委託すること。

なお、処理後の産業廃棄物等の処理については、契約締結後速やかに、当該産業廃棄物等の処理方法、運搬先等を明らかにしたフロー図を作成し、運搬先との契約書、産業廃棄物処理業の許可証等の写しとともに提出し承諾を得ること。

８　受託者の事業の範囲

  受託者は、産業廃棄物の処分場を管轄する都道府県知事又は政令で定める市長が発行する自らの名義の許可証の写しを契約書に添付すること。

　なお、許可事項に変更があったときは、受託者は速やかにその旨を委託者に通知し、変更後の許可証の写しを提出すること。

　また、別紙１「産業廃棄物処分委託業務に係る受託者の事業内容」
に必要事項を記入して契約書に添付すること。

９　収集運搬業者

　　受託者の処分施設への廃棄物搬入は、委託者が別途に契約した収集運搬業者が行う。

　　なお、収集運搬業者の名称、住所、登録車両一覧表等は収集運搬業者との契約締結後、別紙２「収集運搬業者連絡票」で連絡する。

10　委託業務の範囲等

　(1)産業廃棄物の処分

　　受託者は、収集運搬業者が搬入する当該廃棄物を中間処理施設において、法令等に従い適正に処分するまでを本業務の範囲とする。
　(2)廃棄物の搬入日

　　令和 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日

　　収集運搬業者による受託者の処分施設への搬入日は、週○回（○曜日、○曜日）と

する。ただし、指定の曜日が祝祭日にあたる場合は、都の担当者と協議の上、搬入日を変更する。

　(3) 受託者は、施設の定期点検等により産業廃棄物の処分を行うことができない期間について、日程等が決定し次第委託者に通知し、この間の産業廃棄物の取り扱いについて協議する。

11　情報の提供

(1) 委託者は、委託する産業廃棄物の種類、数量、性状（形状、成分、有害物質の有無及び臭気）、荷姿及び取り扱う際に注意すべき事項等の必要な以下の情報について、受託者に提供する。
ア　当該産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項
イ　通常の保管状況の下での腐敗、揮発等当該産業廃棄物の性状の変化に関す　
る事項
ウ　他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
エ　当該産業廃棄物が、日本産業規格（JIS C0950）に規定する含有マークが　
付されたものである場合には、当該含有マークの表示に関する事項

オ　委託する産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は　
水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨
カ　委託する産業廃棄物に、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の
改善の促進に関する法律（平成11年法律第86号）第二条第二項に規定する
第一種指定化学物質が含まれ、又は付着している場合には、その旨並びに当
該産業廃棄物に含まれ、又は付着している当該物質の名称及び量又は割合

キ　その他当該産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
(2) 受託者は、(1)で提供された情報が適正処理のために不足していると判断した場合は、契約の前に委託者に情報の追記を要求するものとする。

(3) 委託者は、契約後(1)及び(2)で提供した情報に変更が生じた場合は、速やかに変更後の情報を受託者に再提供しなければならない。

(4) 受託者は、(3)の再提供を受ける方法について、別紙１の所定欄に記載する。

(5) 受託者は委託された産業廃棄物の処分が困難となった場合には、その旨を書面により速やかに委託者に通知しなければならない。

12　電子マニフェスト

(1) 本業務は、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが運営する電子マニフェストシステム（以下「ＪＷＮＥＴ」という。）を利用して実施するものとする。

受託者は、ＪＷＮＥＴに加入し、加入証の写しを委託者に提出するとともに、自らに係る費用の負担を行わなければならない。

(2) 委託者は、産業廃棄物の引渡し後３日（日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和二十三年法律第百七十八号）に規定する休日、１月２日、１月３日及び12月29日から12月31日までの日（以下「休日等」という。）を除く。）以内に、電子マニフェスト登録（廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下この項において「法」という。）第12条の５第２項の規定による。）を行い、登録番号を受託者に通知する。

(3) 受託者は、産業廃棄物の処分終了後３日（休日等を除く。）以内に、電子マニフェストによる処分終了報告（法第12条の５第３項の規定による。）を行う。

(4) 受託者は、本業務に係る産業廃棄物の最終処分が終了した旨が記載されたマニフェストの写しの送付を受けたときは、送付を受けた日から３日（休日等を除く。）以内に、電子マニフェストによる最終処分終了報告（法第12条の５第４項の規定による。）を行う。

(5) 委託者は、委託者又は受託者が、正当な理由によってＪＷＮＥＴを利用できない場合には、産業廃棄物の搬出の際に、受託者に産業廃棄物管理票（以下「紙マニフェスト」という。）を交付する。この場合、委託者及び受託者は、法第12条の３の規定に従い、紙マニフェストの回付、送付、保存を行う。

12  産業廃棄物管理票（以下「マニフェスト」という。）

　(1) 委託者は、産業廃棄物の搬出の都度、マニフェストに必要事項を記載し、Ａ（排出事業者保管）票を除いて収集運搬業者に交付する。

　(2) 受託者は、産業廃棄物の搬入の都度、収集運搬業者からマニフェスト（Ｃ１・

Ｃ２・Ｄ・Ｅ票）の回付を受ける。

　(3) 受託者は、処分が完了したときは、マニフェストＣ１（処分業者保管）票、Ｃ２（処分終了）票及びＤ（処分終了）票に必要事項を記載した後、Ｄ（処分終了）票を処分終了日から10日以内に委託者へ、Ｃ２（処分終了）票は収集運搬業者へ送付する。また、受託者はＣ１（処分業者保管）票を５年間保存する。

　(4) 受託者は、本契約に係る廃棄物の最終処分が終了した旨が記載されたマニフェストの写しの送付を受けたときは、委託者から交付されたマニフェストＥ（最終処分終了）票に最終処分の場所の所在地及び最終処分を終了した年月日を記入するとともに、そのマニフェストに係るすべての中間処理産業廃棄物について最終処分が適正に終了したことを確認の上、Ｅ（最終処分終了）票を委託者に送付する。

(5) 委託者は、受託者から送付されたマニフェストＤ（処分終了）票及びＥ（最終処分終了）票を、Ａ（排出事業者保管）票、Ｂ２（運搬終了）票とともに５年間保存する。

13　最終処分の確認

　(1) 受託者は、本業務に係る産業廃棄物の最終処分（埋立処分又は再生）の場所（住所、地名、施設の名称など）、最終処分の方法及び施設の処理能力
を別紙１の最終処分欄に記載すること。

　　　また、受託者が、第７項により了承された二次処理先に搬出する場合については、当該二次処理先の場所等を同欄に併せて記載すること。

　(2) 受託者は、委託者に対し中間処理後の最終処分等の場所等について必要な情報を提供しなければならない。委託者は、受託者と最終処分業者等との間で交わしている委託契約書、マニフェスト（又は受領書等）及び許可証の写し等により、最終処分等の場所の所在地、名称、方法及び処理能力の確認を行うとともに、当該施設での計量状況の写真等により、搬入状況等の確認を行うこととする。
なお、最終処分等の場所等に変更が生じた際は、受託者は遅滞なく委託者に通知し、必要な情報を書面にて提出しなければならない。

14　業務完了報告書の作成及び書類の保存

　　受託者は、本業務について、月ごとに
委託完了届を作成し、委託者に提出しなければならない。

    委託者及び受託者は、契約書又は請書を法令により定められた添付書類とともに、委託契約終了後から５年間保存する。

15　業務の調査等

(1) 委託者は、産業廃棄物の処分が法令等の定めに基づき、適正に行われているかを確認するために、受託者に対し、本業務に係る報告を求めることができる。

(2) 委託者は、受託者に対し、予告なく処分施設における産業廃棄物の処分状況等を調査することができる。この場合、受託者はその状況について適切な説明をしなければならない。

16　支払方法

　(1) 受託者は、本業務に係る代金を月ごとに請求することができる。

　(2) 委託者は、電子マニフェストによる処分終了報告（又はマニフェストＤ票）及び完了届により産業廃棄物の収集運搬・処分の終了を確認した後に、受託者が提出する請求書に基づき支払いを行う。

17　再委託の禁止

　　受託者は、第11項(5)に基づく通知を行った場合であって、法令に定める基準に従い委託者から書面による承諾を得て行う場合を除き、本業務を第三者に委託してはならない。

18  契約の解除等

　(1) 受託者が法令に定める基準を満たさなくなったときは、委託者はこの契約を解除することができる。

　(2) 受託者がこの仕様書の各条項のいずれかに違反したときは、委託者はこの契約を解除することができる。

(3) 受託者の責によりこの契約が解除される場合は、解除された後も、その産業廃棄物に対する本契約に基づく受託者の業務を遂行する責任は免れないことを承知し、その残っている産業廃棄物の処分を自ら実行するか、もしくは委託者の承諾を得た上、許可を有する別の業者に自己の費用をもって行わせなければならない。

(4) 受託者は、委託者が第11項(1)、(2)及び(3)の規定により提供した情報により、産業廃棄物の処理を適正に行うことが出来ないと判断した場合は、委託者に対し、契約の変更又は解除を申し出なければならない。この場合において、委託者は受託者に産業廃棄物を引き渡してはならない。

(5) 契約期間内において廃棄物の排出量が第５項に記載した予定数量に達したときは、期間の満了を待たずにその時点で委託者はこの契約を打ち切るものとする。

　また、産業廃棄物の排出量が予定数量に達しない場合であっても、第２項の期間の満了をもってこの契約は終了する。

19　秘密保持

　　受託者は、本業務遂行上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。このことは契約の解除及び契約期間満了後においても同様とする。

20  疑義の解釈

　本仕様書の解釈について疑義が生じた場合は、関係法令等に従いその都度、担当職員と受託者が協議して決定するものとする。

21　環境により良い自動車利用

本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は利用する場合は、次の事項を遵守すること。

(1) 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)第37条のディーゼル車規制に適合する自動車であること。

(2) 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法（平成４年法律第70号）の対策地域内で登録可能な自動車であること。

(3) 同条例第34条第１項に規定する低公害・低燃費車を使用すること。

なお、当該自動車の自動車検査証(車検証）、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写しの提出を求められた場合には、速やかに提示し、又は提出すること。

�１回限りの処理委託契約の場合


�年間契約等の場合


�【法定記載事項】法に定める20種類の中から、具体的な「品目」名を記載します。


※（注意）什器類の一部に木材等が使用されている場合は、産業廃棄物の「木くず」には該当せず、一般廃棄物としての処理が必要です。　


�【法定記載事項】


�【法定記載事項】委託者側から適正処理に必要な情報を具体的に記載します。


�東京都グリーン購入ガイド【水準１】


新宿本庁舎で実施する執務室の改修（設備更新工事を除く）に際して臨時的に排出される什器等の産業廃棄物処理委託契約については、都の優良性基準適合認定業者又は優良産廃処理業者として認定した業者への委託が、水準１「必ず考慮すべき事項」とされています。（例外を除く。）【令和５~７年度は試行実施】


�東京都グリーン購入ガイド【水準２】


上記以外の産業廃棄物処理委託契約については、都の優良性基準適合認定業者への委託が、水準２「配慮することが望ましい事項」とされています。（委託基準の必須事項ではないため、委託者が任意で記載する項目です。）


�委託者が任意で記載する項目。


「フロー図」の提出は委託基準の必須ではありませんが、排出事業者が、廃棄物の最終的な行き先を確認するために重要なものです。


�【法的記載事項】


�【法的記載事項】が含まれていますので、受託者より提出を受ける際は十分に内容を確認してください。


�１回限りの処理委託契約の場合


�年間契約等の場合


�年間契約等の場合


�【法定記載事項】として記載すべき「委託者側から適正処理に必要な情報」を説明している事項です。


 


特別産業廃棄物等の有害物質を含む廃棄物は「廃棄物データシート(ＷＤＳ)」を作成し、可能な限り詳細な廃棄物の情報を提供する必要があります。


�エについて、有害物質（鉛等６物質）を含有する７製品「H18.7.1以降に製造されたＰＣ、ﾕﾆｯﾄ型ｴｱｺﾝ、ﾃﾚﾋﾞ受信機、電子ﾚﾝｼﾞ、衣類乾燥機、電気冷蔵庫、電気洗濯機」で、日本産業規格（JIS C0950）に規定する含有マークが貼付されている場合、排出事業者は処理業者にその旨の情報を伝達しなければならないことになっています。


�カについて、委託者が特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（平成11年法律第86号）第二条第五項に規定する第一種指定化学物質等取扱事業者である場合であつて、かつ、委託する産業廃棄物に同条第二項に規定する第一種指定化学物質（同法第5条第1項の規定により第一種指定化学物質等取扱事業者が排出量及び移動量を把握しなければならない第一種指定化学物質に限る。）が含まれ、又は付着している場合には、その旨並びに当該産業廃棄物に含まれ、又は付着している当該物質の名称及び量又は割合を記載しなければならないことになっています。


�【法定記載事項】


�東京都グリーン購入ガイドにおいて、都が発注する廃棄物処理委託契約については、例外を除いて、水準１「必ず考慮すべき事項」とされています。


�例外事例に当てはまる場合等、やむを得ず紙マニフェストを利用する場合に適用する条項


�第７項により提出させる「フロー図」と併用して最終処分を確認することが重要


�【法定記載事項】


�法第12条第7項の注意義務について、最終処分の確認に係る具体的な方法を追加しました。


�１回限りの処理委託契約の場合、「月ごとに」は不要


�法定記載事項である「受託業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項」について、業務完了時の委託完了届を援用するという趣旨です。


�１回限りの処理委託契約の場合不要。


�再委託は、原則禁止です。受託者の車両や施設が故障する等、やむを得ない事情が生じた場合には委託者と協議の上、法に定める基準を遵守の上、再委託を行うことができます。


�委託契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取扱いについては、【法定記載事項】です。


�１回限りの処理委託契約の場合不要。


�東京都における原則全ての契約に記載する項目です。






